
福 島 県 浄 化 槽 整 備 事 業 費 補 助 金 交 付 要 綱  

 

  （ 通 則 ）  

第 １ 条  福 島 県 浄 化 槽 整 備 事 業 費 補 助 金 （ 以 下 「 補 助 金 」 と い う 。 ） に つ い て は 、 福 島

県 補 助 金 等 の 交 付 等 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 ４ ５ 年 福 島 県 規 則 第 １ ０ ７ 号 。 以 下 「 規 則 」

と い う 。 ） 及 び こ の 交 付 要 綱 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 予 算 の 範 囲 内 で 交 付 す る も の と

す る 。  

 

  （ 交 付 の 目 的 ）  

第 ２ 条  こ の 補 助 金 は 、 市 町 村 （ 一 部 事 務 組 合 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） が 行 う 浄 化 槽 の 計

画 的 な 設 置 を 推 進 し 、 も っ て 生 活 環 境 の 保 全 及 び 公 衆 衛 生 の 向 上 に 寄 与 す る こ と を 目

的 と す る 。  

 

  （ 交 付 の 対 象 ）  

第 ３ 条  こ の 補 助 金 は 、 次 の 事 業 を 対 象 と す る 。  

  （ １ ）福 島 県 浄 化 槽 設 置 整 備 事 業 実 施 要 綱（ 平 成 ３ 年 １ ０ 月 ２ ２ 日 付 け ３ 環 保 第 ８ ７ ３

号 福 島 県 保 健 環 境 部 長 通 知 ）に 基 づ き 、市 町 村 が 浄 化 槽 を 整 備 す る 者 に 助 成 す る 事

業  

  （ ２ ）福 島 県 公 共 浄 化 槽 等 整 備 推 進 支 援 事 業 実 施 要 綱（ 平 成 １ ６ 年 ４ 月 １ 日 付 け １ ６ 環

保 第 １ ９ ０ 号 福 島 県 生 活 環 境 部 長 通 知 ）に 基 づ き 、市 町 村 が 浄 化 槽 を 整 備 す る 事 業  

 

 （ 補 助 対 象 経 費 ）  

第 ４ 条  第 ３ 条 （ ２ ） の 交 付 の 対 象 と な る 事 業 費 （ 以 下 「 補 助 対 象 事 業 費 」 と い う 。 ）

の 額 は 、 次 に よ り 算 出 す る も の と す る 。  

    別 表 １ の 第 １ 欄 に 掲 げ る 区 分 に つ き 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 第 ２ 欄 の 費 目 、 第 ３ 欄 の 細 目 ご

と に 算 出 し た 第 ４ 欄 に 掲 げ る 補 助 対 象 事 業 費 の 合 計 額 と す る 。  

 

 （ 交 付 額 の 算 定 方 法 及 び 交 付 見 込 額 の 通 知 ）  

第 ５ 条  こ の 補 助 金 の 交 付 額 は 別 表 ２ － １ 、 別 表 ２ － ２ 、 別 表 ３ 及 び 別 表 ４ に よ り 算 出

す る も の と す る 。 た だ し 、 算 出 さ れ た 額 に １ ， ０ ０ ０ 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た 場 合 は 、

こ れ を 切 り 捨 て る も の と す る 。  

２  生 活 環 境 部 長 は 予 算 の 範 囲 内 で 市 町 村 に 対 し 、 交 付 額 の 割 当 に つ い て 通 知 を 行 う も

の と す る 。  

 

 



 （ 交 付 申 請 ）  

第 ６ 条  こ の 補 助 金 の 交 付 申 請 は 、 別 紙 様 式 第 １ 号 に よ る 交 付 申 請 書 を 別 に 定 め る 日 ま

で に 知 事 に 提 出 し て 行 う も の と す る 。  

２  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 市 町 村 は 、 補 助 金 の 交 付 決 定 前 に 事 業 を 実 施 し た 場

合 は 、 補 助 金 の 交 付 を 受 け る こ と が で き な い 。 た だ し 、 や む を 得 な い 事 由 に よ り 、 前

条 第 ２ 項 の 通 知 後 か ら 交 付 決 定 前 の 間 に 事 業 を 実 施 し よ う と す る 場 合 に お い て 、 浄 化

槽 整 備 事 業 交 付 決 定 前 着 手 届 （ 様 式 第 １ 号 － ２ ） を 知 事 に 提 出 し た と き は 、 こ の 限 り

で な い 。  

 

 （ 交 付 の 条 件 ）  

第 ７ 条  規 則 第 ６ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 別 に 定 め る 軽 微 な 変 更 は 、 別 表 ２ － １ 、 ２

－ ２ 、 別 表 ３ 及 び 別 表 ４ の と お り と す る 。   

 

 （ 変 更 の 承 認 ）  

第 ８ 条  規 則 第 ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 知 事 の 承 認 を 受 け よ う と す る 場 合 は 、 福 島 県

浄 化 槽 整 備 事 業 変 更 （ 中 止 ・ 廃 止 ） 承 認 申 請 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） を 知 事 に 提 出 し な け れ

ば な ら な い 。  

 

 （ 申 請 を 取 下 げ る こ と が で き る 期 日 ）  

第 ９ 条  規 則 第 ８ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 別 に 定 め る 期 日 は 、 交 付 の 決 定 の 通 知 を 受 理 し た

日 か ら 起 算 し て １ ０ 日 を 経 過 し た 日 と す る 。  

 

 （ 状 況 報 告 ）  

第 １ ０ 条  規 則 第 １ １ 条 の 規 定 に よ る 補 助 事 業 の 遂 行 状 況 報 告 は 、 別 紙 様 式 第 ３ 号 に よ

り 知 事 の 請 求 が あ っ た と き に 報 告 す る も の と す る 。  

 

 （ 実 績 報 告 ）  

第 １ １ 条  規 則 第 １ ３ 条 に よ り 補 助 事 業 が 完 了 し た と き 又 は 第 ６ 条 第 ２ 号 の 規 定 に よ る

中 止 若 し く は 廃 止 の 承 認 を 受 け た と き は 、 補 助 事 業 の 完 了 若 し く は 中 止 若 し く は 廃 止

の 承 認 の 日 か ら １ か 月 を 経 過 し た 日 、 又 は 補 助 金 の 交 付 決 定 が あ っ た 日 の 属 す る 年 度

の ３ 月 ３ １ 日 の い ず れ か 早 い 日 ま で に 別 紙 様 式 第 ４ 号 の 実 績 報 告 書 を 提 出 す る も の と

す る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 実 績 報 告 書 を 提 出 す る と き は 、 福 島 県 浄 化 槽 設 置 整 備 事 業 実 施 要

綱 第 ９ 条 で 規 定 す る 啓 発 活 動 を 行 っ た こ と が わ か る 資 料 を 添 付 す る こ と 。  

 



（ 補 助 金 の 支 払 ）  

第 １ ２ 条  こ の 補 助 金 の 支 払 い は 規 則 第 １ ４ 条 の 規 定 に よ り 交 付 す べ き 補 助 金 の 額 を 確

定 し た 後 に 精 算 払 に よ り 行 う も の と す る 。た だ し 、必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 に は 、

概 算 払 を す る こ と が で き る も の と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 精 算 払 を 受 け よ う と す る と き は 、 別 紙 様 式 第 ５ 号 に よ り

請 求 す る も の と す る 。  

３  第 １ 項 た だ し 書 き の 規 定 に よ り 補 助 金 の 概 算 払 を 受 け よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ

る 書 類 を 添 え て 別 紙 様 式 第 ６ 号 に よ り 請 求 す る も の と す る 。  

  （ １ ） 概 算 払 請 求 額 内 訳 書  

  （ ２ ） そ の 他 、 知 事 が 必 要 と 認 め る 書 類  

 

  （ 財 産 処 分 の 制 限 ）  

第 １ ３ 条   規 則 第 １ ８ 条 第 １ 項 た だ し 書 き に 規 定 す る 別 に 定 め る 期 間 は 、減 価 償 却 資 産 の

耐 用 年 数 等 に 関 す る 省 令 （ 昭 和 ４ ０ 年 大 蔵 省 令 第 １ ５ 号 ） に 定 め る 期 間 と す る 。  

２  規 則 第 １ ８ 条 第 １ 項 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 に 規 定 す る 別 に 定 め る も の は 、 取 得 価 格 又 は

効 用 の 増 加 価 格 が ５ ０ 万 円 以 上 の も の と す る 。  

３  補 助 事 業 者 は 、 規 則 第 １ ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 財 産 の 処 分 の 承 認 を 受 け よ う と す

る と き は 、 あ ら か じ め 別 紙 様 式 第 ７ 号 に よ る 取 得 財 産 処 分 承 認 申 請 書 を 知 事 に 提 出 し

な け れ ば な ら な い 。  

４  た だ し 、 福 島 県 浄 化 槽 整 備 事 業 に は 前 ３ 項 は 適 用 し な い 。  

 

  （ 証 拠 書 類 の 保 存 ）  

第 １ ４ 条   市 町 村 は 、補 助 事 業 に 係 る 帳 簿 そ の 他 の 証 拠 書 類 を 整 理 し 、補 助 事 業 の 完 了 年

度 の 翌 年 か ら 起 算 し て ５ 年 間 保 存 し な け れ ば な ら な い 。  

 

  （ 経 由 ）  

第 １ ５ 条  こ の 要 綱 の 規 定 に よ り 知 事 に 提 出 す る 書 類 は 正 副 ２ 部 と し 、 所 轄 地 方 振 興 局

長 を 経 由 し て 提 出 す る も の と す る 。  

 

  （ そ の 他 ）  

第 １ ６ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 要 綱 の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項 は 知 事 が 別

に 定 め る 。   

 

 

    附  則  



こ の 要 綱 は 平 成 ３ 年 １ ０ 月 ２ ２ 日 か ら 施 行 し 、 平 成 ３ 年 度 分 の 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

    附  則  

こ の 要 綱 は 平 成 ７ 年 ９ 月 １ ２ 日 か ら 施 行 し 、 平 成 ７ 年 度 分 の 補 助 金 か ら 適 用 す る 。     

   附  則  

こ の 要 綱 は 平 成 ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し 、 平 成 ９ 年 度 分 の 補 助 金 か ら 適 用 す る 。         

  附  則  

こ の 要 綱 は 平 成 １ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し 、 平 成 １ ０ 年 度 分 の 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

    附  則  

こ の 要 綱 は 平 成 １ ４ 年 １ ２ 月 １ 日 か ら 施 行 し 、 平 成 １ ４ 年 度 分 の 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

    附  則  

こ の 要 綱 は 平 成 １ ５ 年 ９ 月 ５ 日 か ら 施 行 し 、 平 成 １ ５ 年 度 分 の 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

    附  則  

こ の 要 綱 は 平 成 １ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し 、 平 成 １ ６ 年 度 分 の 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

    附  則  

こ の 要 綱 は 平 成 １ ７ 年 １ 月 １ ４ 日 か ら 施 行 し 、 平 成 １ ６ 年 度 分 の 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

    附  則  

こ の 要 綱 は 平 成 １ ８ 年 ６ 月 ６ 日 か ら 施 行 し 、 平 成 １ ８ 年 度 分 の 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

    附  則  

こ の 要 綱 は 平 成 １ ９ 年 ６ 月 ２ ２ 日 か ら 施 行 し 、 平 成 １ ９ 年 度 分 の 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

    附  則  

こ の 要 綱 は 平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し 、 平 成 ２ １ 年 度 分 の 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

    附  則  

こ の 要 綱 は 平 成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し 、 平 成 ２ ２ 年 度 分 の 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

    附  則  

こ の 要 綱 は 平 成 ２ ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し 、 平 成 ２ ３ 年 度 分 の 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

    附  則  

こ の 要 綱 は 平 成 ２ ３ 年 ８ 月 ２ ６ 日 か ら 施 行 し 、平 成 ２ ３ 年 ４ 月 １ 日 に 遡 及 し て 適 用 す る 。 

    附  則  

こ の 要 綱 は 平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し 、 平 成 ２ ９ 年 度 分 の 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

  附  則  

こ の 要 綱 は 平 成 ３ ０ 年 ３ 月 １ 日 か ら 施 行 し 、 平 成 ２ ９ 年 度 分 の 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

  附  則  

こ の 要 綱 は 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し 、 平 成 ３ １ 年 度 分 の 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

  附  則  



こ の 要 綱 は 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し 、 令 和 ２ 年 度 分 の 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

   附  則  

こ の 要 綱 は 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し 、 令 和 ３ 年 度 分 の 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

   附  則  

こ の 要 綱 は 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し 、 令 和 ４ 年 度 分 の 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

   附  則  

こ の 要 綱 は 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し 、 令 和 ５ 年 度 分 の 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

   附  則  

こ の 要 綱 は 令 和 ６ 年 ６ 月 １ ８ 日 か ら 施 行 し 、 令 和 ６ 年 度 分 の 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し 、 令 和 ８ 年 度 分 の 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

 

 

 

 

  別 表 １  

１ 区 分  ２ 費 目  ３ 細 目  ４ 補 助 対 象 事 業 費  

工 事 費  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 工 事 費  
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

材 料 費          
    

 

 

 国 土 交 通 省 土 木 工 事 積 算 基 準 等 、国 若 し く は 市 町 村 で

定 め た 主 要 資 材 単 価 の 範 囲 内 で 、人 槽 ご と に そ れ ぞ れ 算

出 し た 金 額 の 範 囲 内 で 事 業 実 施 可 能 な 単 価 を 標 準 と し

た 額 。                

労 務 費  

 

「 公 共 工 事 設 計 労 務 単 価 」の 範 囲 内 で 事 業 実 施 時 期 、地

域 の 実 態 等 を 考 慮 し た 額 。  

労 務 者 保 険 料  

 

 

 補 助 事 業 者 が 直 接 支 弁 す る 当 該 本 工 事 費 か ら 賃 金 の

支 弁 さ れ る 労 務 者 に 係 る 労 務 者 保 険 料 で あ っ て 、関 係 各

法 令 に 定 め ら れ た 額 の 合 計 額 。  

そ の 他 諸 費  

 

 

  本 体 費 用 、 労 務 費 及 び 労 務 者 保 険 料 以 外 の 経 費 で 、 本

工 事 費 に 要 す る 諸 掛 か り の 費 用（ 特 許 費 、保 管 料 、仮 設

費 、 安 全 費 、 役 務 費 ）  

付 帯 工 事

費  

 

設 置 に 要 す る  

工 事 費  

 浄 化 槽 設 置 整 備 の 付 帯 工 事 に 要 す る 必 要 最 小 限 度 の

範 囲 の 額 。  



 別 表 ２ － １ （浄 化 槽 設 置 整 備 事 業）  

 

 

 

 

 

 

人 槽 別  

 

 

 

 

基 準 額  

 

 

 

豪 雪 地 帯 及 び

特 別 豪 雪 地 帯

に あ っ て は 、

左 欄 に か か わ

ら ず 下 記 の 基

準 額 によ る  

 

対 象 経費  

 

 

 

 

補 助 金交 付 額  

 

 

 

 

軽 微 な変 更  

 

経 費 の 配

分 の 変更  

 

事 業 内 容

の 変 更  

 

 

 

 

 

浄  

化  

槽

設

置

費  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 人 槽  

  

 

６ ～ ７  

 人 槽  

 

８ ～ 1 0  

 人 槽  

 

1 1～ 2 0  

 人 槽  

 

2 1～ 3 0  

 人 槽  

 

3 1～ 5 0  

 人 槽  

 

 

 

3 3 2 , 0 0 0 円  

   ×基 数  

 

 4 1 4 , 0 0 0 円  

   ×基 数  

 

 5 4 8 , 0 0 0 円  

   ×基 数  

 

 9 3 9 , 0 0 0 円  

   ×基 数  

 

1 , 4 7 2 , 0 0 0 円  

   ×基 数  

 

2 , 0 3 7 , 0 0 0 円  

   ×基 数  

 

 4 1 4 , 0 0 0 円  

   ×基 数  

 

 4 7 4 , 0 0 0 円  

  ×基 数  

 

 6 6 0 , 0 0 0 円  

  ×基 数  

 

1 , 0 0 2 , 0 0 0 円  

  ×基 数  

 

1 , 5 4 5 , 0 0 0 円  

  ×基 数  

 

2 , 1 2 9 , 0 0 0 円  

  ×基 数  

 

市 町 村 が 福 島 県 浄

化 槽 設 置 整 備 事 業

実 施 要 綱 に 基 づ い

て 、浄 化 槽の 設 置 者

に 対 し 、本体 の 設 置

に 要 す る 費 用 を 助

成 す る た め に 必 要

な 経 費  

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

１  基 準 額 と 対 象 経 費 の

実 支 出 額 を 人 槽 区 分 ご と

に 比 較 し て 、 少 な い 方 の

額 を 選定 す る 。  

 

２  １ に よ り 選 定 さ れ た

額 の 合 計 額 と 事 業 費 （ 事

務 費 を 除 く ） か ら 寄 付 金

そ の 他 の 収 入 額 を 控 除 し

た 額 と を 比 較 し て 、 少 な

い 方 の 額 を 補 助 基 本 額 と

し 、 補 助 基 本 額 に ３ 分 の

１ を 乗 じ て 得 た 額 と す

る 。  

た だ し 、 浄 化 槽 設 置 整 備

事 業 実 施 要 綱 （ 平 成 ６ 年

1 0 月 2 0 日付 け 衛 浄第 6 5

号 環 境 省 大 臣 官 房 廃 棄 物

・ リ サ イ ク ル 対 策 部 長 通

知 の 別 紙 ） に 規 定 さ れ る

環 境 配 慮 ・ 防 災 ま ち づ く

り 浄 化 槽 整 備 推 進 事 業 を

実 施 す る 場 合 は 補 助 基 本

額 に ４ 分 の １ を 乗 じ て 得

た 額 とす る 。  

次 に 掲 げ

る 場 合 の

変 更 以 外

の 変 更  

 

補 助 基 本

額 の 合 計

が ２ ０ ％

を 超 え て

下 回 る 場

合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次 に 掲 げ

る 場 合 の

変 更 以 外

の 変 更  

 

浄 化 槽 の

補 助 対 象

基 数 の 合

計 が ２ ０

％ を 超 え

て 増 減 す

る 場 合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基 数 につ い て は、知 事 が 必要

と 認 めた 基 数 と す る。  

 

 

撤  

去  

費  

 

 

 

 

５ ～ 5 0  

  人 槽  

 

 

 

 

 

 

 

（ １）浄 化 槽の 設 置 に 伴 い必

要 と なる 単 独 処 理 浄化 槽 の

撤 去 に要 す る 費 用  

5 0 , 0 0 0 円  

          ×基数  

 

（ ２）浄 化 槽の 設 置 に 伴 い必

要 と なる 合 併 処 理 浄化 槽 又

は く み取 便 槽 の 撤 去に 要 す

る 費 用  

4 0 , 0 0 0 円  

          ×基数  

 

 

基 数 につ い て は、知 事 が 必要

と 認 めた 基 数 と す る。  

 

 

 

市 町 村 が 福 島 県 浄

化 槽 設 置 整 備 事 業

実 施 要 綱 に 基 づ い

て 、浄 化 槽の 設 置 者

に 対 し 、合併 処 理 浄

化 槽 、単 独処 理 浄 化

槽 又 は く み 取 便 槽

の 撤 去 に 要 す る 費

用 を 助 成 す る た め

に 必 要な 経 費  

基 準 額 と 対 象 経 費 の 実 支

出 額 を 比 較 し て 、 少 な い

方 の 額と す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宅

内

配

管

工

事

費  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ ～ 5 0  

  人 槽  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 3 0 , 0 0 0 円  

          ×基数  

 

 

基 数 につ い て は、知 事 が 必要

と 認 めた 基 数 と す る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 町 村 が 福 島 県 浄

化 槽 設 置 整 備 事 業

実 施 要 綱 に 基 づ い

て 、浄 化 槽の 設 置 者

に 対 し 、単独 処 理 浄

化 槽 又 は く み 取 便

槽 か ら 合 併 処 理 浄

化 槽 へ の 転 換 に 係

る 本 体 設 置 工 事 に

付 帯 し て 行 う 宅 内

配 管 工事（ 浄 化 槽 へ

の 流 入管（ 便 所、台

所、洗 面 所、風 呂 等

か ら の排 水 ）、ま す

の 設 置 及 び 住 居 の

敷 地 に 隣 接 す る 側

溝 ま で の 放 流 管 の

設 置 に係 る 工 事 費 ）

に 要 す る 費 用 を 助

成 す る た め に 必 要

な 経 費  

基 準 額 と 対 象 経 費 の 実 支

出 額 を 人 槽 区 分 ご と に 比

較 し て 、 少 な い 方 の 額 を

補 助 基 本 額 と し 、 補 助 基

本 額 に ３ 分 の １ を 乗 じ て

得 た 額と す る 。  

た だ し 、 浄 化 槽 設 置 整 備

事 業 実 施 要 綱 （ 平 成 ６ 年

1 0 月 2 0 日付 け 衛 浄第 6 5

号 環 境 省 大 臣 官 房 廃 棄 物

・ リ サ イ ク ル 対 策 部 長 通

知 の 別 紙 ） に 規 定 さ れ る

環 境 配 慮 ・ 防 災 ま ち づ く

り 浄 化 槽 整 備 推 進 事 業 を

実 施 す る 場 合 は 補 助 基 本

額 に ４ 分 の １ を 乗 じ て 得

た 額 とす る 。  

 

 

 

 

 

既

設

浄

化

槽

５ ～ 5 0  

  人槽  

市 町 村 が 定 め る 浄 化 槽 長 寿

命 化 計 画 に 基 づ く 浄 化 槽 の

改 築 に要 す る 費 用 で、下 記に

定 め る額 。  

（ 千 円／ 回 ）  

市 町 村 が 福 島 県 浄

化 槽 設 置 整 備 事 業

実 施 要 綱 に 基 づ い

て 、既 設 の浄 化 槽 の

改 築 を す る た め に

基 準 額 と 対 象 経 費 の 実 支

出 額 を 人 槽 区 分 ご と に 比

較 し て 、 少 な い 方 の 額 を

補 助 基 本 額 と し 、 補 助 基

本 額 に ３ 分 の １ を 乗 じ て

 

 

 

 



改

築

費  

ブ ロ ワの 交 換  

 2 1×基 数  

水 中 ポン プ の 交 換  

 5 4×基 数  

マ ン ホー ル の 交 換 （樹 脂 製） 

 1 4×基 数  

マ ン ホー ル の 交 換 （鉄 製 ）  

 6 0×基 数  

躯 体 ・仕 切 版 の 補 修  

 6 1×基 数  

担 体（ ろ 材 又は 接 触 材 の 受け

・ 押 さえ 含 む ） の 補充 補 修  

 3 4×基 数  

上 記 以外  

 循 環 型 社 会 形 成 推 進 交 付 金

交 付 取扱 要 領 ７（ ２ ）別 表３

に 基 づき 承 認 を 得 た額 。  

 

基 数 につ い て は、知 事 が 必要

と 認 めた 基 数 と す る  

 

必 要 な経 費 。  得 た 額と す る 。  

た だ し 、 浄 化 槽 設 置 整 備

事 業 実 施 要 綱 （ 平 成 ６ 年

1 0 月 2 0 日付 け 衛 浄第 6 5

号 環 境 省 大 臣 官 房 廃 棄 物

・ リ サ イ ク ル 対 策 部 長 通

知 の 別 紙 ） に 規 定 さ れ る

環 境 配 慮 ・ 防 災 ま ち づ く

り 浄 化 槽 整 備 推 進 事 業 を

実 施 す る 場 合 は 補 助 基 本

額 に ４ 分 の １ を 乗 じ て 得

た 額 とす る 。  

 

浄

化

槽

災

害

復

旧

事

業  

 

５ ～ 5 0  

  人槽  

浄 化 槽 災 害 復 旧 事 業 に 要 す

る 費 用で 、循環 型 社 会 形 成推

進 交 付 金 交 付 取 扱 要 領 ７

（ ２）別 表 ３に 基 づ き 承 認を

得 た 額。  

市 町 村 が 福 島 県 浄

化 槽 設 置 整 備 事 業

実 施 要 綱 に 基 づ い

て 、既 設 の浄 化 槽 の

改 築 を す る た め に

必 要 な経 費 。  

基 準 額 と 対 象 経 費 の 実 支

出 額 を 人 槽 区 分 ご と に 比

較 し て 、 少 な い 方 の 額 を

補 助 基 本 額 と し 、 補 助 基

本 額 に ３ 分 の １ を 乗 じ て

得 た 額と す る 。  

（ 別 表２ - 1 に 係 る 条 件）  

 １  併 用 住 宅 に 接続 す る 1 1 人 槽～ 5 0 人 槽 の 浄化 槽 に あ っ て は、 ８ ～ 1 0 人槽 に 該 当 す る も のと し て 算 出 する 。  

 ２  撤 去 費 の 補 助対 象 は 、 合 併 処理 浄 化 槽 、 単独 処 理 浄 化 槽 又は く み 取 便 槽の 完 全 撤 去 が 確認 さ れ た 基 数で 、

浄 化 槽の 合 計 基 数 の内 数 で あ る 。（ 合 併処 理 浄 化 槽 につ い て は 、東日 本 大 震 災 によ り 使 用 不 能と な っ た も の

に 限 る。 ）  

 ３  宅 内 配 管 工 事費 の 補 助 対 象 は 、単 独処 理 浄 化 槽 又は く み 取便 槽 か ら 合 併処 理 浄 化 槽 へ の転 換 に 係 る 本体 設

置 工 事に 付 帯 し て 行っ た 基 数 で 、浄 化槽 の 合 計 基 数の 内 数 で あ る 。た だ し 、公 共 浄化 槽 等 整 備推 進 支 援 事 業

に お いて 宅 内 配 管 工事 を 個 人 が 実 施す る 場 合 は 、こ の 限 り で な い。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 表 ２－ ２ （ 浄 化 槽設 置 整 備 事 業 ）  

①   

 

 

 

 

 

 

人 槽 別  

 

 

 

 

基 準 額  

 

 

 

豪 雪 地 帯 及

び 特 別 豪 雪

地 帯 に あ っ

て は、左 欄 に

か か わ ら ず

下 記 の 基 準

額 に よる  

 

対 象 経費  

 

 

 

 

補 助 金交 付 額  

 

 

 

 

軽 微 な変 更  

 

経 費 の 配

分 の 変更  

 

事 業 内 容

の 変 更  

 

 

 

 

 

浄  

化  

槽

設

置

費  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 人 槽  

  

 

６ ～ ７  

 人 槽  

 

８ ～ 1 0  

 人 槽  

 

1 1～ 1 5  

 人 槽  

 

1 6～ 2 0  

 人 槽  

 

2 1～ 2 5  

 人 槽  

 

2 6～ 3 0  

 人 槽  

 

3 1～ 4 0  

 人 槽  

 

4 1～ 5 0  

 人 槽  

 

5 5 8 , 0 0 0 円  

   ×基数  

 

6 9 5 , 0 0 0 円  

   ×基数  

 

9 1 6 , 0 0 0 円  

   ×基数  

 

1 , 3 5 9 , 0 0 0 円  

   ×基数  

 

1 , 8 5 7 , 0 0 0 円  

   ×基数  

 

2 , 2 2 1 , 0 0 0 円  

   ×基数  

 

2 , 7 1 0 , 0 0 0 円  

   ×基数  

 

3 , 0 1 4 , 0 0 0 円  

   ×基数  

 

3 , 8 2 4 , 0 0 0 円  

   ×基数  

 

6 9 2 , 0 0 0 円  

   ×基数  

 

7 9 2 , 0 0 0 円  

  ×基数  

 

1 , 1 1 2 , 0 0 0 円  

  ×基数  

 

1 , 4 6 0 , 0 0 0 円  

  ×基数  

 

1 , 9 5 8 , 0 0 0 円  

  ×基数  

 

2 , 3 2 7 , 0 0 0 円  

  ×基数  

 

2 , 8 4 7 , 0 0 0 円  

  ×基数  

 

3 , 1 6 2 , 0 0 0 円  

  ×基数  

 

3 , 9 9 5 , 0 0 0 円  

  ×基数  

 

市 町 村 が 福 島 県 浄

化 槽 設 置 整 備 事 業

実 施 要 綱 に 基 づ い

て 、浄 化 槽の 設 置 者

に 対 し 、本体 の 設 置

に 要 す る 費 用 を 助

成 す る た め に 必 要

な 経 費  

 

 

 

 

 

 

 

１  基 準 額 と 対 象 経 費 の

実 支 出 額 を 人 槽 区 分 ご と

に 比 較 し て 、 少 な い 方 の

額 を 選定 す る 。  

 

２  １ に よ り 選 定 さ れ た

額 の 合 計 額 と 事 業 費 （ 事

務 費 を 除 く ） か ら 寄 付 金

そ の 他 の 収 入 額 を 控 除 し

た 額 と を 比 較 し て 、 少 な

い 方 の 額 を 補 助 基 本 額 と

し 、 補 助 基 本 額 に ４ 分 の

１ を 乗 じ て 得 た 額 と す

る 。  

 

次 に 掲 げ

る 場 合 の

変 更 以 外

の 変 更  

 

補 助 基 本

額 の 合 計

が ２ ０ ％

を 超 え て

下 回 る 場

合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次 に 掲 げ

る 場 合 の

変 更 以 外

の 変 更  

 

浄 化 槽 の

補 助 対 象

基 数 の 合

計 が ２ ０

％ を 超 え

て 増 減 す

る 場 合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基 数 につ い て は、知 事 が 必 要

と 認 めた 基 数 と す る。  

 

 

 

    

（ 別 表２ － ２ に 係 る条 件 ）  

１  浄化 槽 法 附 則第 1 1 条 第 1 項 に基 づ く 特 定 既存 単 独 処 理 浄 化槽 か ら の 転 換に 係 る 設 置 で あり 、次の ( 1 )及び ( 2 )  

の 要 件を 満 た す 場 合に 、 令 和 1 1 年度 ま で に 限 り適 用 す る 。  

( 1 )  特 定 既 存単 独 処 理 浄 化槽 が 設 置さ れ て い る 世帯 が 6 5 歳 以 上の ２ 名 以 下 の世 帯 で あ り 、 当該 特 定 既 存 単独 処

理 浄 化槽 の 使 用 者 の所 帯 が 月 収 1 5 万 ８ 千 円 以 下で あ る こ と 。  

 ( 2 )  当 該 特 定 既存 単 独 処 理 浄 化 槽の 使 用 者 が 浄化 槽 法 第 1 0 条に 基 づ く 保 守点 検 及 び 清 掃 並 びに 同 法 第 1 1 条 に 基

づ く 法定 検 査 を 前 年度 よ り 実 施 し てお り 、か つ 、同 法 に 基 づ く 都道 府 県 か ら の特 定 既 存 単 独 処理 浄 化 槽 に 対す

措 置 に関 す る 指 導 等を 遵 守 し て い るこ と 。  

 ２  撤 去 費 及 び 宅内 配 管 工 事 費 につ い て は 、 別表 ２ － １ を 適 用す る 。  

 

 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 別 表 ３ （ 公 共浄 化 槽 等 整 備 推 進 支援 事 業 ）   

 

 

 

 

 

 

人 槽 別  

 

 

 

 

基 準 額  

 

 

 

豪 雪 地 帯 及 び

特 別 豪 雪 地 帯

に あ っ て は 、

左 欄 に か か わ

ら ず 下 記 の 基

準 額 によ る  

 

対 象 経費  

 

 

 

 

補 助 金交 付 額  

 

 

 

 

軽 微 な変 更  

 

経 費 の配 分  

の 変 更  

 

事 業 内 容 の

変 更  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浄

化

槽  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 人 槽  

 

 

６ ～ ７  

   人 槽  

 

８ ～ 1 0    

  人 槽  

 

1 1 ～ 1 5    

  人 槽  

 

1 6 ～ 2 0    

  人 槽  

 

2 1 ～ 2 5    

  人 槽  

 

2 6 ～ 3 0    

  人 槽  

 

3 1 ～ 4 0    

  人 槽  

 

4 1 ～ 5 0    

  人 槽  

 

 

 

 

 

8 3 7 , 0 0 0 円  

   ×基 数  

 

1 , 0 4 3 , 0 0 0 円  

   ×基 数  

 

1 , 3 7 5 , 0 0 0 円  

   ×基 数  

 

2 , 0 3 9 , 0 0 0 円  

   ×基 数  

 

2 , 7 8 6 , 0 0 0 円  

   ×基 数  

 

3 , 3 3 2 , 0 0 0 円  

   ×基 数  

 

4 , 0 6 6 , 0 0 0 円  

   ×基 数  

 

4 , 5 2 1 , 0 0 0 円  

   ×基 数  

 

5 , 7 3 7 , 0 0 0 円  

   ×基 数  

 

 1 , 0 3 8 , 0 0 0 円  

    ×基 数  

  

 1 , 1 8 8 , 0 0 0 円  

    ×基 数  

   

 1 , 6 6 8 , 0 0 0 円  

    ×基 数  

   

 2 , 1 9 1 , 0 0 0 円  

    ×基 数  

   

 2 , 9 3 7 , 0 0 0 円  

    ×基 数  

  

 3 , 4 9 1 , 0 0 0 円  

    ×基 数  

  

 4 , 2 7 1 , 0 0 0 円  

   ×基 数  

   

 4 , 7 4 3 , 0 0 0 円  

   ×基 数  

  

 5 , 9 9 3 , 0 0 0 円  

   ×基 数  

 

市 町 村 が 福 島 県

公 共 浄 化 槽 等 整

備 推 進 支 援 事 業

実 施 要 綱 に 基 づ

い て 、 浄 化 槽 を

整 備 す る た め に

必 要 な 経 費 で あ

っ て 、 別 表 １ に

定 め る 補 助 対 象

事 業 費  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  基 準 額 と 対 象

経 費 の 実 支 出 額 を

人 槽 区 分 ご と に 比

較 し て 、 少 な い 方

の 額 を選 定 す る 。  

 

２  １ に よ り 選 定

さ れ た 額 の 合 計 額

と 事 業 費 （ 事 務 費

を 除 く ） か ら 寄 付

金 そ の 他 の 収 入 額

を 控 除 し た 額 と を

比 較 し て 、 少 な い

方 の 額を 補 助 基 本  

額 と し 、 補 助 基 本

額 に 1 0 0 分 の 7 . 5

を 乗 じ て 得 た 額 と

す る 。  

た だ し 、 公 共 浄 化

槽 等 整 備 推 進 事 業

実 施 要 綱 （ 平 成 ６

年 1 0 月 2 0 日付 け

衛 浄 第 6 7 号 環 境

省 大 臣 官 房 廃 棄 物

・ リ サ イ ク ル 対 策

部 長 通 知 の 別 紙 ）

に 規 定 さ れ る 環 境

配 慮 ・ 防 災 ま ち づ

く り 浄 化 槽 整 備 推

進 事 業 を 実 施 す る

場 合 は 補 助 基 本 額

に 1 0 0 分の 5 を 乗

じ て 得 た 額 と す

る 。  

次 に 掲 げ る

場 合 の 変 更

以 外 の変 更  

 

補 助 基 本 額

の 合 計が  

２ ０ ％ を 超

え て 下 回 る

場 合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次 に 掲 げ る

場 合 の 変 更

以 外 の変 更  

 

浄 化 槽 の 補

助 対 象 基 数

の 合 計 が ２

０ ％ を 超 え

て 増 減 す る

場 合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基 数 につ い て は、知 事 が 必要

と 認 めた 基 数 と す る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宅

内

配

管

工

事

費  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ ～ 5 0  

  人 槽  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 3 0 , 0 0 0 円  

          ×基数  

 

 

基 数 につ い て は、知 事 が 必要

と 認 めた 基 数 と す る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 町 村 が 福 島 県

公 共 浄 化 槽 等 整

備 推 進 支 援 事 業

実 施 要 綱 に 基 づ

い て 、 浄 化 槽 を

整 備 す る た め に

必 要 な 経 費 で あ

っ て 、 単 独 処 理

浄 化 槽 又 は く み

取 便 槽 か ら 合 併

処 理 浄 化 槽 へ の

転 換 に 係 る 本 体

設 置 工 事 に 付 帯

し て 行 う 宅 内 配

管 工 事 （ 浄 化 槽

へ の 流 入 管 （ 便

所 、 台 所 、 洗 面

所 、 風 呂 等 か ら

の 排 水 ） 、 ま す

の 設 置 及 び 住 居

の 敷 地 に 隣 接 す

る 側 溝 ま で の 放

流 管 の 設 置 に 係

る 工 事 費 ） に 要

す る 経費  

 

基 準 額 と 対 象 経 費

の 実 支 出 額 を 人 槽

区 分 ご と に 比 較 し

て 、 少 な い 方 の 額

を 補 助 基 本 額 と

し 、 補 助 基 本 額 に

３ 分 の １ を 乗 じ て

得 た 額と す る 。  

た だ し 、 公 共 浄 化

槽 等 整 備 推 進 事 業

実 施 要 綱 （ 平 成 ６

年 1 0 月 2 0 日付 け

衛 浄 第 6 7 号 環 境

省 大 臣 官 房 廃 棄 物

・ リ サ イ ク ル 対 策

部 長 通 知 の 別 紙 ）

に 規 定 さ れ る 環 境

配 慮 ・ 防 災 ま ち づ

く り 浄 化 槽 整 備 推

進 事 業 を 実 施 す る

場 合 は 補 助 基 本 額

に ４ 分 の １ を 乗 じ

て 得 た額 と す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

既

設

浄

化

槽

 

５ ～ 5 0  

  人 槽  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ １）災 害 に伴 う 浄 化 槽 の改

築 に 要す る 費 用 で、循 環 型社

会 形 成 推 進 交 付 金 交 付 取 扱

要 領 ７（ ２ ）別 表 ４ に 基 づき

承 認 を得 た 額 。  

 

(２ )  市 町 村 が 定 め る 浄 化 槽

長 寿 命 化 計 画 に 基 づ く 浄 化

槽 の 改築 に 要 す る 費用 で 、下

 

市 町 村 が 福 島 県

公 共 浄 化 槽 等 整

備 推 進 支 援 事 業

実 施 要 綱 に 基 づ

い て 、 既 設 の 浄

化 槽 の 改 築 を す

る た め に 直 接 必

要 な 経費 。  

 

 

基 準 額 と 対 象 経 費

の 実 支 出 額 を 人 槽

区 分 ご と に 比 較 し

て 、 少 な い 方 の 額

を 補 助 基 本 額 と

し 、 補 助 基 本 額 に

３ 分 の １ を 乗 じ て

得 た 額と す る 。  

た だ し 、 公 共 浄 化



改

築

費  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記 に 定め る 額 。  

（ 千 円／ 回 ）  

ブ ロ ワの 交 換  

 5 2×基 数  

水 中 ポン プ の 交 換  

 1 3 5×基数  

マ ン ホー ル の 交 換 （樹 脂 製） 

 3 5×基 数  

マ ン ホー ル の 交 換 （鉄 製 ）  

 1 5 0×基数  

躯 体 ・仕 切 版 の 補 修  

 1 5 3×基数  

担 体（ ろ 材 又は 接 触 材 の 受け

・ 押 さえ 含 む ） の 補充 補 修  

 8 4×基 数  

上 記 以外  

 循 環 型 社 会 形 成 推 進 交 付 金

交 付 取扱 要 領 ７（ ２ ）別 表４

に 基 づき 承 認 を 得 た額 。  

 

基 数 につ い て は、知 事 が 必要

と 認 めた 基 数 と す る  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

槽 等 整 備 推 進 事 業

実 施 要 綱 （ 平 成 ６

年 1 0 月 2 0 日付 け

衛 浄 第 6 7 号 環 境

省 大 臣 官 房 廃 棄 物

・ リ サ イ ク ル 対 策

部 長 通 知 の 別 紙 ）

に 規 定 さ れ る 環 境

配 慮 ・ 防 災 ま ち づ

く り 浄 化 槽 整 備 推

進 事 業 を 実 施 す る

場 合 は 補 助 基 本 額

に ４ 分 の １ を 乗 じ

て 得 た額 と す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 別 表３ に 係 る 条 件）  

  １  宅 内 配 管 工 事 費 の 補 助 対 象 は 、 単 独 処 理 浄 化 槽 又 は く み 取 便 槽 か ら 合 併 処 理 浄 化 槽 へ の 転 換 に 係 る 本 体 設

置 工 事に 付 帯 し て 行っ た 基 数 で 、 浄化 槽 の 合 計 基数 の 内 数 で あ る。   

 ２  宅 内 配 管 工 事を 個 人 が 実 施 する 場 合 は 、 別表 ２ － １ に よ り行 う 。  

                                                                                                  

 

 

 

 



 別 表 ４ （ 共 同 浄 化 槽 ）  

 

 

 

 

 

 

人 槽  

区 分  

 

 

 

接

続  

戸

数  

 

 

 

基 準 額  

 

対 象 経 費  

 

 

 

 

補 助 金 交 付 額  

 

 

 

 

軽 微 な 変 更  

 

 本 体 工 事 費  

 

 

管 工 事 費  

 

 

経 費 の 配

分 の 変 更  

 

事 業 内 容

の 変 更  

 

 

 

 

 

 

 

 

浄  

化  

槽  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 4 人 槽  

 

 

 1 8 人 槽  

 

 

 2 1 人 槽  

 

 

 2 5 人 槽  

 

 3 0 人 槽  

 

 4 0 人 槽  

 

 

 4 5 人 槽  

 

 

 5 0 人 槽  

 

 

 6 0 人 槽  

 

 

 7 0 人 槽  

 

 8 0 人 槽  

 
 

 9 0 人 槽  

 

 

1 0 0 人 槽  

 

 

 

 

 

 

4  

 

 

5  

 

 

6  

7  

8  

 

1 1  

 

1 2  

 

 
1 4  

 

1 7  

 

2 0  

 

2 2  

 

 

2 5  

 

2 8  

 

 

 

 

2 , 0 3 9 , 0 0 0 円  

×基 数  

 

2 , 7 8 6 , 0 0 0 円  

 ×基 数  

 

3 , 3 3 2 , 0 0 0 円  

 ×基 数  

 

3 , 3 3 2 , 0 0 0 円  

  ×基 数  

 

4 , 0 6 6 , 0 0 0 円  

  ×基 数  

 

4 , 5 2 1 , 0 0 0 円  

×基 数  

 

5 , 7 3 7 , 0 0 0 円  

  ×基 数  

 

5 , 7 3 7 , 0 0 0 円  

×基 数  

 

6 , 4 5 0 , 0 0 0 円  

×基 数  

 

6 , 4 5 0 , 0 0 0 円  

×基 数  

       

6 , 4 5 0 , 0 0 0 円  

×基 数  

 

6 , 4 5 0 , 0 0 0 円  

×基 数  

 

6 , 4 5 0 , 0 0 0 円  

×基 数  

 

基 数 に つ い

て は 、 知 事

が 必 要 と 認

め た 基 数 と

す る 。  

1 , 3 0 9 円  

  ×基 数  

 

1 , 3 9 9 円  

  ×基 数  

 

1 , 6 9 0 円  

  ×基 数  

 

2 , 5 2 7 円  

  ×基 数  

 

2 , 6 3 0 円  

  ×基 数  

 

4 , 6 8 6 円  

  ×基 数  

 

4 , 3 0 7 円  

  ×基 数  

 

5 , 9 8 1 円  

  ×基 数  

 

7 , 7 7 9 円  

  ×基 数  

 

1 0 , 2 9 0 円  

  ×基 数  

 

1 1 , 9 6 4 円  

  ×基 数  

 

1 4 , 4 7 5 円  

  ×基 数  

 

1 6 , 9 8 6 円  

  ×基 数  

 

市 町 村 が 福

島 県 公 共 浄

化 槽 等 整 備

推 進 支 援 事

業 実 施 要 綱

に 基 づ い

て 、 共 同 浄

化 槽 を 整 備

す る た め に

必 要 な 経 費

で あ っ て 、

別 表 １ に 定

め る 補 助 対

象 事 業 費  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  基 準 額 と

対 象 経 費 の 実

支 出 額 を 人 槽

区 分 ご と に 比

較 し て 、少 な い

方 の 額 を 選 定

す る 。  

 な お 本 体 工

事 費 及 び 管 工

事 費 そ れ ぞ れ

に お い て 比 較

し 選 定 す る 。  

 

２  １ に よ り

選 定 さ れ た 額

の 合 計 額 と 事

業 費（ 事 務 費 を

除 く ）か ら 寄 付

金 そ の 他 の 収

入 額 を 控 除 し

た 額 と を 比 較

し て 、少 な い 方

の 額 を 補 助 基

本  

額 と し 、補 助 基

本 額 に 1 0 0 分

の 7 . 5 を 乗 じ て

得 た 額 と す る 。 

た だ し 、公 共 浄

化 槽 等 整 備 推

進 事 業 実 施 要

綱 （ 平 成 ６ 年

1 0 月 2 0 日 付 け

衛 浄 第 6 7 号 環

境 省 大 臣 官 房

廃 棄 物・リ サ イ

ク ル 対 策 部 長

通 知 の 別 紙 ）に

規 定 さ れ る 環

境 配 慮・防 災 ま

ち づ く り 浄 化

槽 整 備 推 進 事

業 を 実 施 す る

場 合 は 補 助 基

本 額 に 1 0 0 分

の 5 を 乗 じ て

得 た 額 と す る 。 

次 に 掲 げ

る 場 合 の

変 更 以 外

の 変 更  

 

補 助 基 本

額 の 合 計

が ２ ０ ％

を 超 え て

下 回 る 場

合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次 に 掲 げ

る 場 合 の

変 更 以 外

の 変 更  

 

浄 化 槽 の

補 助 対 象

基 数 が 増

減 す る 場

合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宅

内

配

管

工

事

費  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 4～ 1 0 0  

  人 槽  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  

～  

2 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0 0 , 0 0 0 円  

          ×基 数  

 

 

基 数 に つ い て は 、知 事 が

必 要 と 認 め た 基 数 と す

る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 町 村 が 福

島 県 公 共 浄

化 槽 等 整 備

推 進 支 援 事

業 実 施 要 綱

に 基  

づ い て 、 浄

化 槽 を 整 備

す る た め に

必 要 な 経 費

で あ っ て 、

単 独 処 理 浄

化 槽 又 は く

み 取 便 槽 か

ら 合 併 処 理

浄 化 槽 へ の

転 換 に 係 る

本 体 設 置 工

事 に 付 帯 し

基 準 額 と 対 象

経 費 の 実 支 出

額 を 人 槽 区 分

ご と に 比 較 し

て 、少 な い 方 の

額 を 補 助 基 本

額 と し 、補 助 基

本 額 に ３ 分 の

１ を 乗 じ て 得

た 額 と す る 。  

た だ し 、公 共 浄

化 槽 等 整 備 推

進 事 業 実 施 要

綱 （ 平 成 ６ 年

1 0 月 2 0 日 付 け

衛 浄 第 6 7 号 環

境 省 大 臣 官 房

廃 棄 物・リ サ イ

ク ル 対 策 部 長



て 行 う 宅 内  

配 管 工 事

（ 浄 化 槽 へ

の 流 入 管

（ 便 所 、 台

所 、洗 面 所 、

風 呂 等 か ら

の 排 水 ） ま

す の 設 置 及

び 住 居 の 敷

地 に 隣 接 す

る 側 溝 ま で

の 放 流 管 の

設 置 に 係 る

工 事 費 ） に

要 す る 経 費  

通 知 の 別 紙 ）に

規 定 さ れ る 環

境 配 慮・防 災 ま

ち づ く り 浄 化

槽 整 備 推 進 事

業 を 実 施 す る

場 合 は 補 助 基

本 額 に ４ 分 の

１ を 乗 じ て 得

た 額 と す る 。  

 

既

設

浄

化

槽

改

築

費  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 4～ 1 0 0  

  人 槽  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  

～  

2 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ １ ）災 害 に 伴 う 浄 化 槽

の 改 築 に 要 す る 費 用 で 、

循 環 型 社 会 形 成 推 進 交

付 金 交 付 取 扱 要 領 ７

（ ２ ）別 表 ４ に 基 づ き 承

認 を 得 た 額 。  

 

（ ２ ）  市 町 村 が 定 め る

浄 化 槽 長 寿 命 化 計 画 に

基 づ く 浄 化 槽 の 改 築 に

要 す る 費 用 で 、下 記 に 定

め る 額 。  

（ 千 円 ／ 回 ）  

ブ ロ ワ の 交 換  

 5 2×基 数  

水 中 ポ ン プ の 交 換  

 1 3 5×基 数  

マ ン ホ ー ル の 交 換（ 樹 脂

製 ）  

 3 5×基 数  

マ ン ホ ー ル の 交 換 （ 鉄

製 ）  

 1 5 0×基 数  

躯 体 ・ 仕 切 版 の 補 修  

 1 5 3×基 数  

担 体（ ろ 材 又 は 接 触 材 の

受 け ・ 押 さ え 含 む ） の 補

充 補 修  

 8 4×基 数  

上 記 以 外  

 循 環 型 社 会 形 成 推 進 交

付 金 交 付 取 扱 要 領 ７

（ ２ ）別 表 ４ に 基 づ き 承

認 を 得 た 額 。  

 

基 数 に つ い て は 、知 事 が

必 要 と 認 め た 基 数 と す

る  

 

 

市 町 村 が 福

島 県 公 共 浄

化 槽 等 整 備

推 進 支 援 事

業 実 施 要 綱

に 基 づ い

て 、 既 設 の

浄 化 槽 の 改

築 を す る た

め に 直 接 必

要 な 経 費  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基 準 額 と 対 象

経 費 の 実 支 出

額 を 人 槽 区 分

ご と に 比 較 し

て 、少 な い 方 の

額 を 補 助 基 本

額 と し 、補 助 基

本 額 に ３ 分 の

１ を 乗 じ て 得

た 額 と す る 。  

た だ し 、公 共 浄

化 槽 等 整 備 推

進 事 業 実 施 要

綱 （ 平 成 ６ 年

1 0 月 2 0 日 付 け

衛 浄 第 6 7 号 環

境 省 大 臣 官 房

廃 棄 物・リ サ イ

ク ル 対 策 部 長

通 知 の 別 紙 ）に

規 定 さ れ る 環

境 配 慮・防 災 ま

ち づ く り 浄 化

槽 整 備 推 進 事

業 を 実 施 す る

場 合 は 補 助 基

本 額 に ４ 分 の

１ を 乗 じ て 得

た 額 と す る 。  

 （ 別 表 ４ に 係 る 条 件 ）  

  １  宅 内 配 管 工 事 費 の 補 助 対 象 は 、 単 独 処 理 浄 化 槽 又 は く み 取 便 槽 か ら 合 併 処 理 浄 化 槽 へ の

転 換 に 係 る 本 体 設 置 工 事 に 付 帯 し て 行 っ た 基 数 で 、 浄 化 槽 の 合 計 基 数 の 内 数 で あ る 。   

 ２  宅 内 配 管 工 事 を 個 人 が 実 施 す る 場 合 は 、 別 表 ２ － １ に よ り 行 う 。  


